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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その14）

このことについて、厚生労働省保険局医療課の疑義解釈（その14）が通知されま

したので、抜粋してお知らせいたします。

問１ 小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている

保険医療機関において、６歳未満の乳幼児又は未就学児に対して、初診から電

話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合について、どのよ

うに考えればよいか。

（答）初診料の注２に規定する214 点を算定すること。なお、この場合において、

診断や処方をする際は、「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情

報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４

月10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。）や別紙

における留意点等を踏まえ、適切に診療を行うこと。また、その際、医薬品の

処方を行い、又はファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、処

方料、処方箋料、調剤技術基本料 、又は薬剤料を算定することができる。

問８ ４月10 日事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施し

た場合、その他の要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料等を算定することが可

能とされた。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学

的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型

コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問の代わり

に電話等により必要な薬学的管理指導を実施した場合について、どのように考

えればよいのか。

（答）患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、薬剤服用歴管理指導料

の「１」に掲げる点数を算定できることとする。ただし、当月又はその前月に、

当該患者に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導料を１回以上算定している必要が

ある。

なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患者訪

問薬剤管理指導料と合わせて月４回（末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養

法の対象患者にあっては、週２回かつ月８回）まで算定できることとする。

問９ 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者に

ついて、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの

要望等により、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、必要な薬

学的管理指導を電話等により行った場合は薬剤服用歴管理指導料の点数を算定

できるのか。

（答）同一月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導

費を算定しなかった場合は、算定できる。ただし、前月に、当該患者に対し、

居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を１回以上算定している

必要がある。

なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月４回（末

期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週２回かつ月

８回）まで算定できることとする。

問12 現在、看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定す

る保険医療機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新

型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟していた病棟を改めて使用す

る場合にも、配置要件を満たす必要があるか。

（答）現に患者を受け入れる場合には、配置要件を満たす必要がある。

問13 現在、看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定す

る保険医療機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新

型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟となる病棟についても、配置

要件を満たす必要があるか。

（答）新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために休棟となる場合には、当

該病棟において配置要件を満たす必要はない。なお、病棟薬剤業務実施加算にお

ける病棟薬剤業務の実施時間の要件についても同様である。

問15 病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、病棟専任の薬剤師による病棟薬

剤業務の直近１か月の実施時間が合算して１週間につき20 時間相当に満たな

い病棟があってはならないこととされているが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため病棟での滞在時間を制限している場合等について、施設基準の要件

についてどのように考えればよいか。

（答）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、病棟での滞在時間を制限してい

る場合等により施設基準を満たさなくなくなった場合については、当面の間、

直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。


